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問１  Ａの子Ｂが、Ａに無断でＡの代理人としてＡ所有の土地をＣに売却する契約を結んだ。こ

の場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。 

１ ＣはＡが追認した後であっても、この売買契約を取り消すことができる。 

２ Ｂが未成年者である場合、Ａがこの売買契約の追認を拒絶したならば、ＣはＢに対して履

行の請求をすることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。 

３ Ａがこの売買契約の追認を拒絶した後に死亡した場合、ＢがＡを単独相続したとしても無

権代理行為は有効にはならない。 

４ Ａが追認または追認拒絶をしないまま死亡してＢがＡを相続した場合、共同相続人の有無

にかかわらず、この売買契約は当然に有効となる。 

５ Ｃが相当の期間を定めてこの売買契約を追認するかどうかをＡに対して回答するよう催告

したが、Ａからは期間中に回答がなかった場合、Ａは追認を拒絶したものと推定される。 

 

 

  

無権代理 

STEP１ 基準問題 【⾏政書⼠試験（平成20年）】 
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問１ DATE ：     /      /      /    解答 ３ 

 

１ 妥当でない 

 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができ

る（115条本文）。したがって、ＣはＡが追認した後であれば、当該売買契約を取り消すことは

できない。 

 

２ 妥当でない 

 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の

追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害

賠償の責任を負う（117条１項）。ただし、他人の代理人として契約をした者が、行為能力を有

しなかったときは、適用しない（同条２項）。 

 

３ 妥当である 

 判例は、本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を

相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないとする（最判平10.7.17）。 

 

４ 妥当でない 

 判例は、本人が持っていた無権代理行為の追認権は、その性質上相続人全員に不可分的

に帰属することとなるため、共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理人の

相続分に相当する部分においても、無権代理行為が有効となるものではないとする（最判平

5.1.21）。 

 

５ 妥当でない 

 無権代理人がした契約について、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間

内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる（114条前段）。この場合に

おいて、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる（同条後

段）。したがって、本問では、Ａは追認を拒絶したものと推定されるとしている点が妥当ではな

い。 

 以上により、妥当なものは肢３であるから、正解は３となる。 
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無権代理 

 

本人が採りうる手段 相手方が採りうる手段 
(1) 追認 

 本人が無権代理⾏為を追認すれば、本人に
効果が帰属する（113条１項）。 
 追認は、別段の意思表示がない場合、契約
の時に遡ってその効⼒を⽣じる（116条本
⽂）。ただし、第三者の権利を害することはで
きない（116条ただし書）。  
 なお、追認は、相手方に対してしなければ、
その相手方に対抗することはできない。もっ
とも、相手方が追認のあったことを知ったと
きは、対抗することができる（113条２項）。  

(2) 追認拒絶 
 本人が追認を拒絶すれば、無権代理⾏為は
本人に効果帰属しない。 

(1) 催告権 
 相手方は、本人に対し、相当の期間を定め
て、その期間内に追認をするかどうかを確答
すべき旨の催告をすることができる。本人が
確答しない場合には、追認を拒絶したものと
みなされる（114条）。 

(2) 取消権 
 善意の相手方は、本人が追認しない間、無
権代理⾏為を取り消すことができる（115
条）。 

(3) 表⾒代理の主張 
(4) 無権代理人への責任追及 

ア 要件 
① 代理人が⾃⼰の代理権を証明するこ

とができないこと 
② 本人の追認がないこと 
③ 相手方が取消権を⾏使していないこ

と 
④ 代理権を有しないことにつき悪意・有

過失でないこと 
⑤ 無権代理人が⾏為能⼒を有すること 

イ 効果 
 相手方の選択により、履⾏または損害賠
償の責任を負う（117条１項）。 

 

 
表見代理と無権代理 

 

判例１ 

 無権代理人の責任をもって表⾒代理が成⽴しない場合における補充的な責任、すな
わち、表⾒代理によっては保護を受けることのできない相手方を救済するための制度
であると解すべき根拠はなく、右両者は、互いに独⽴した制度であると解するのが相
当である。 
 したがって、無権代理人の責任の要件と表⾒代理の要件がともに存在する場合にお
いても、表⾒代理の主張をすると否とは相手方の⾃由であると解すべきであるから、
相手方は、表⾒代理の主張をしないで、直ちに無権代理人に対し同法117条の責任を
問うことができるものと解する。 
 そして、表⾒代理は本来相手方保護のための制度であるから、無権代理人が表⾒代
理の成⽴要件を主張⽴証して⾃⼰の責任を免れることは、制度本来の趣旨に反すると
いうべきであり、したがって、右の場合、無権代理人は、表⾒代理が成⽴することを
抗弁として主張することはできないものと解する（最判昭62.7.7）。 

 

 

 

  

－図表－ 

－判例－ 

STEP２ 前提知識 
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無権代理と相続 

 

 単独相続の場合 
共同相続の場合 

無権代理人と 
本人の双方を 
相続した場合 

 無権代理人が本人を
相続した場合 

本人が無権代理人 
を相続した場合 

事 例 

Ａ所有の不動産を
子Ｂが無断でＣに
売却した。その後、
本人Ａが追認も追
認拒絶もしないう
ちに死亡して無権
代理人ＢがＡを相
続した。 

Ａ所有の不動産を
子Ｂが無断でＣに
売却した。その後、
無権代理人Ｂが死
亡して、本人Ａが相
続した。 

Ａ所有の不動産を
子Ｂが無断でＣに
売却した。その後、
本人Ａが追認も追
認拒絶もしないう
ちに死亡して無権
代理人Ｂと他の相
続人ＤがＡを共同
相続した。 

Ａ所有の不動産を
子Ｂが無断でＣに
売却した。本人Ａに
子Ｄもいた場合、ま
ず無権代理人Ｂが
死亡した後に本人
Ａが死亡した。 

判 例 

無権代理⾏為は当
然に有効となる。 
判例は、相続によ
り、無権代理人の資
格と本人の資格が
同一人に帰したこ
ととなるため、本人
Ａが⾃ら法律⾏為
をしたのと同様な
法律上の地位を⽣
じたものとする（最
判昭40.6.18）。 
なお、判例は、本人
が無権代理⾏為の
追認を拒絶した場
合には、その後に無
権代理人が本人を
相続したとしても、
無権代理⾏為が有
効になるものでは
ないとする（最判平
10.7.17）。 

判例は、相続人であ
る本人Ａの追認拒
絶権は認められる
べきであるから、被
相続人の無権代理
⾏為は本人の相続
により当然有効と
なるものではない
と し た （ 最 判 昭
37.4.20）。 
もっとも、本人Ａは
無権代理人たる地
位を相続すること
になるので、無権代
理人の責任（117
条）を負うことにな
る（最判昭48.7.3）。 

Ｄが追認しないか
ぎり、無権代理⾏為
は有効とならない。 
判例は、本人Ａが持
っていた無権代理
⾏為の追認権は、そ
の性質上相続人全
員に不可分的に帰
属することとなる
ため、共同相続人全
員が共同してこれ
を⾏使しない限り、
無権代理⾏為が有
効となるものでは
ないとする（最判平
5.1.21）。 

判例は、Ｄは無権代
理人の地位を包括
的に承継している
ため、追認拒絶でき
ないとした（最判昭
63.3.1）。 

 

 

  

－図表－ 
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05-01 

司法書士試験 

平成28年 

Q Ａは、Ｂから代理権を授与されていないにもかかわらず、Ｂの代理人と称し

て、Ｃとの間でＢ所有の甲土地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結

後にＢがＡに対して追認をした場合において、追認の事実をＣが知らないとき

は、これをＣに対抗することができない。 

☛    ○○○○    （民法（民法（民法（民法113113113113条２項）条２項）条２項）条２項） 

 

05-02 

司法試験 

平成23年 

Q 本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも、相手方は、

その事実を知らなければ取消権を行使することができる。 

☛    ○○○○    （民法（民法（民法（民法113113113113条２項）条２項）条２項）条２項） 

 

05-03 

司法試験 

平成23年 

Q 無権代理行為の相手方は、本人に対して相当の期間を定めて、その期間

内に追認するか否かを催告することができ、本人がその期間内に確答をしな

いときは、追認したものとみなされる。 

☛    ××××    （民法（民法（民法（民法114114114114条）条）条）条） 

 

05-04 

司法書士試験 

平成28年 

Q Ａは、Ｂから代理権を授与されていないにもかかわらず、Ｂの代理人と称し

て、Ｃとの間でＢ所有の甲土地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結

後にＣがＢに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催

告をした場合において、Ｂがその期間内に確答をしないときは、Ｂは、本件売

買契約に基づく責任を負う。 

☛    ××××    （民法（民法（民法（民法114114114114条）条）条）条） 

 

05-05 

司法書士試験 

平成14年 

Q Ａは、代理権がないにもかかわらず、Ｂのためにすることを示して、Ｃとの間

でＢ所有の甲土地を売却する旨の契約（以下「本件売買契約」という。）を締

結した。Ｃは、本件売買契約を締結したときに、Ａに代理権がないことを知っ

ていた。この場合、Ｃは、本件売買契約を取り消すことはできない。 

☛    ○○○○    （民法（民法（民法（民法115115115115条条条条ただし書ただし書ただし書ただし書）））） 

 

05-06 

司法書士試験 

平成14年 

Q Ａは、代理権がないにもかかわらず、Ｂのためにすることを示して、Ｃとの間

でＢ所有の甲土地を売却する旨の契約（以下「本件売買契約」という。）を締

結した。Ｃは、Ｂに対し、本件売買契約を取り消すとの意思表示をした。この

場合、Ｃは、Ａに対し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約の

履行を求めることができる。 

☛    ××××    （民法（民法（民法（民法111117171717条条条条）））） 

 

STEP３ 肢別ドリル 
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05-07 

司法書士試験 

平成28年 

Q Ａは、Ｂから代理権を授与されていないにもかかわらず、Ｂの代理人と称し

て、Ｃとの間でＢ所有の甲土地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結

後にＡがＢから甲土地の譲渡を受けた場合においても、Ｃは、その選択に従

い、Ａに対し、履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。 

☛    ○○○○    （民法（民法（民法（民法117117117117条１項条１項条１項条１項、、、、最判昭最判昭最判昭最判昭41414141.4.26.4.26.4.26.4.26）））） 

 

05-08 

司法試験 

平成23年 

Q 無権代理行為の相手方は、表見代理の主張をしないで、無権代理人に対し

履行又は損害賠償の請求をすることができるが、これに対し無権代理人は、

表見代理の成立を主張してその責任を免れることができる。 

☛    ××××    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭62.7.762.7.762.7.762.7.7）））） 

 

05-09 

司法書士試験 

平成14年 

Q Ａは、代理権がないにもかかわらず、Ｂのためにすることを示して、Ｃとの間

でＢ所有の甲土地を売却する旨の契約（以下「本件売買契約」という。）を締

結した。ＣがＡに対し、無権代理人としての責任を追及した。この場合、Ａは、

自己の代理行為につき表見代理が成立することを主張して無権代理人とし

ての責任を免れることができる。 

☛    ××××    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭62.7.762.7.762.7.762.7.7）））） 

 

05-10 

司法書士試験 

平成13年 

Q Ａが、実父Ｂを代理する権限がないのに、Ｂの代理人と称してＣから金員を

借り受けた。その後、Ｂが死亡し、ＡがＢを単独で相続した場合、Ｃは、Ａに対

し、貸金の返還を請求することができる。（なお、Ｃには、Ａに代理権がないこ

とを知らなかったことに過失があるものとする。） 

☛    ○○○○    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭40.6.1840.6.1840.6.1840.6.18）））） 

 

05-11 

行政書士試験 

平成28年 

Q Ａが所有する甲土地につき、Ａの長男ＢがＡに無断で同人の代理人と称して

Ｃに売却した。Ａが死亡してＢが単独相続した場合、Ｂは本人の資格に基づ

いて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。 

☛    ○○○○    （最判（最判（最判（最判昭昭昭昭40.6.1840.6.1840.6.1840.6.18）））） 

 

05-12 

司法書士試験 

平成13年 

Q Ａが、実父Ｂを代理する権限がないのに、Ｂの代理人と称してＣから金員を

借り受けた。その後、Ａが死亡し、ＢがＡを単独で相続した場合、Ｃは、Ｂに対

し、貸金の返還を請求することができる。（なお、Ｃには、Ａに代理権がないこ

とを知らなかったことに過失があるものとする。） 

☛    ××××    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭37.4.2037.4.2037.4.2037.4.20）））） 
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05-13 

行政書士試験 

平成28年 

Q Ａが所有する甲土地につき、Ａの長男ＢがＡに無断で同人の代理人と称して

Ｃに売却した。Ｂが死亡してＡが相続した場合、Ａは本人の資格において本

件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れる

ことはできない。 

☛    ○○○○    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭48.7.348.7.348.7.348.7.3）））） 

 

05-14 

司法試験 

平成26年 

Q 無権代理人を相続した本人は、無権代理行為について追認を拒絶すること

ができる地位にあったことを理由として、無権代理人の責任を免れることがで

きない。 

☛    ○○○○    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭48.7.348.7.348.7.348.7.3）））） 

 

05-15 

司法書士試験 

平成13年 

Q Ａが、実父Ｂを代理する権限がないのに、Ｂの代理人と称してＣから金員を

借り受けた。Ｂが死亡し、ＡがＢの子Ｄと共にＢを相続した場合、Ｄが無権代

理行為の追認を拒絶しているとしても、Ｃは、Ａに対し、Ａの相続分の限度で

貸金の返還を請求することができる。（なお、Ｃには、Ａに代理権がないことを

知らなかったことに過失があるものとする。） 

☛    ××××    （最判（最判（最判（最判平平平平5.1.215.1.215.1.215.1.21）））） 

 

05-16 

司法書士試験 

平成13年 

Q Ａが、実父Ｂを代理する権限がないのに、Ｂの代理人と称してＣから金員を

借り受けた。Ｂが死亡し、ＡがＢの子Ｄと共にＢを相続した場合、Ｄが無権代

理行為を追認したときは、Ｃは、Ａ及びＤに対し、貸金の返還を請求すること

ができる。（なお、Ｃには、Ａに代理権がないことを知らなかったことに過失が

あるものとする。） 

☛    ○○○○    （最判（最判（最判（最判平平平平5.1.215.1.215.1.215.1.21）））） 

 

05-17 

行政書士試験 

平成28年 

Q Ａが所有する甲土地につき、Ａの長男ＢがＡに無断で同人の代理人と称して

Ｃに売却した。Ａが死亡してＢがＡの妻Ｄと共に共同相続した場合、Ｄの追認

がなければ本件売買契約は有効とならず、Ｂの相続分に相当する部分にお

いても当然に有効となるものではない。 

☛    ○○○○    （最判平（最判平（最判平（最判平5.1.215.1.215.1.215.1.21）））） 

 

05-18 

司法試験 

平成23年 

Q 無権代理人が本人を代理して第三者の貸金債務につき本人名義で連帯保

証契約を締結した後、本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理

人が他の者と共に本人を相続した場合、他の共同相続人全員の追認がなく

ても、無権代理人が本人から相続により承継した部分について、無権代理行

為は有効となる。 

☛    ××××    （最判平（最判平（最判平（最判平5.1.215.1.215.1.215.1.21）））） 
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05-19 

司法書士試験 

平成13年 

Q Ａが、実父Ｂを代理する権限がないのに、Ｂの代理人と称してＣから金員を

借り受けた。Ｂが無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、ＡがＢを単独

で相続した場合、Ｃは、Ａに対し、貸金の返還を請求することができる。（な

お、Ｃには、Ａに代理権がないことを知らなかったことに過失があるものとす

る。） 

☛    ××××    （最判（最判（最判（最判平平平平10.7.1710.7.1710.7.1710.7.17）））） 

 

05-20 

行政書士試験 

平成28年 

Q Ａが所有する甲土地につき、Ａの長男ＢがＡに無断で同人の代理人と称して

Ｃに売却した。Ａが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡してＢが単

独相続した場合、Ｂは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、

本件売買契約は有効となる。 

☛    ××××    （最判平（最判平（最判平（最判平10.7.1710.7.1710.7.1710.7.17）））） 

 

05-21 

司法書士試験 

平成28年 

Q Ａは、Ｂから代理権を授与されていないにもかかわらず、Ｂの代理人と称し

て、Ｃとの間でＢ所有の甲土地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結

後にＢが追認を拒絶した場合には、その後にＡがＢを単独で相続したとして

も、本件売買契約は有効にならない。 

☛    ○○○○    （最判（最判（最判（最判平平平平10.7.1710.7.1710.7.1710.7.17）））） 

 

05-22 

行政書士試験 

平成28年 

Q Ａが所有する甲土地につき、Ａの長男ＢがＡに無断で同人の代理人と称して

Ｃに売却した。Ｂが死亡してＡの妻ＤがＡと共に共同相続した後、Ａも死亡して

Ｄが相続するに至った場合、Ｄは本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶

する余地はない。 

☛    ○○○○    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭63.3.163.3.163.3.163.3.1）））） 

 

05-23 

司法試験 

平成18年 

Q 無権代理人の地位を相続した後に本人の地位をも相続した第三者は、無権

代理行為の追認を拒絶することができる。 

☛    ××××    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭63.3.163.3.163.3.163.3.1）））） 
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問１  被相続人Ａに係る相続と登記に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に

照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記１から５までのうちどれか。 

ア 法定相続人としてＢＣがいる場合において、Ｂが相続放棄した後に、Ｂの債権者Ｄが、相

続財産である未登記建物につきＢも共同相続したものとして代位による所有権保存登記を

した上、その建物のＢの持分について差押えをしたときは、Ｃは、Ｄに対し、登記をしなくて

も相続による当該建物の取得を対抗することができる。 

イ Ａが、子ＢＣのうち、Ｂに対してはＡ所有の不動産を贈与し、Ｃに対してはこれを遺贈する

旨の遺言をし、その後に相続が開始した場合、Ｂは、Ｃに対し、登記をしなければ贈与によ

る所有権の取得を対抗することができない。 

ウ Ａが、その所有する不動産を相続人Ｂに相続させる旨の遺言をし、相続が開始した後に、

他の相続人Ｃの債権者Ｄが、その不動産につき代位による共同相続登記をして持分を差

し押さえた場合、Ｂは、Ｄに対し、登記をしなくても上記遺言による所有権の取得を対抗す

ることができる。 

エ ＡからＢＣが共同相続した不動産について、Ｃが単独で相続した旨の不実の登記をし、Ｄ

に売却して所有権移転登記をした場合、Ｂは、Ｄに対し、登記をしなければ自己の持分の

取得を対抗することができない。 

オ ＡからＢＣが共同相続した不動産について、遺産分割の協議により所有権を取得した相

続人Ｂは、遺産分割後にＣの法定相続分に応じた上記不動産の持分をＣから買い受けた

Ｄに対し、登記をしなくても法定相続分を超える所有権の取得を対抗することができる。 

 

１ アイ   

２ アエ   

３ イウ   

４ ウオ   

５ エオ 

  

不動産物権変動と登記② 

STEP１ 基準問題 【予備試験（平成25年）】 
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問12 DATE ：     /      /      /    解答 ５ 

 

ア 正しい  

 判例は、相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時に遡って相続開始がなかった

と同じ地位に立ち、何人に対してもその効力を生ずべきものであって、相続の放棄をした相

続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共

同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を

経由しても、その仮差押登記は無効であるとしている（最判昭42.1.20）。 

 

イ 正しい 

 判例は、被相続人が、生前、その所有にかかる不動産を推定相続人の一人に贈与したが、

その登記未了の間に、他の推定相続人に右不動産の特定遺贈をし、その後相続の開始があ

った場合、右贈与および遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無を

もって決するとしている（最判昭46.11.16）。 

 

ウ 正しい 

 判例は、「相続させる」趣旨の遺言による権利の移転は、法定相続分又は指定相続分の相

続の場合と本質において異なるところはなく、法定相続分又は指定相続分の相続による不動

産の権利の取得については、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができると解し

た上で、相続人は、本件遺言によって取得した共有持分権を、登記なくして、他の相続人の

債権者に対抗することができるとしている（最判平14.6.10）。 

 

エ 誤 り 

 判例は、相続財産に属する不動産につき単独で所有権移転の登記をした共同相続人から

単独で所有権移転の登記をうけた第三取得者に対し、他の共同相続人は自己の持分を登

記なくして対抗しうるとしている（最判昭38.2.22）。 

 

オ 誤 り 

 判例は、遺産分割後に第三者が登場した場合、相続人と遺産分割後の第三者との関係は

対抗関係になると解して、先に登記を備えた方が優先するとしている（最判昭46.1.26）。 

 以上により、誤っているものはエ・オであるから、正解は５となる。 
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相続と登記 

 

 共同相続と登記 遺産分割と登記 相続放棄と登記 遺産分割前 遺産分割後 

ＣＡＳＥ 

Ａが死亡し、Ｂと
Ｃが共同相続した
ところ、Ｂが勝手
に相続財産の土地
につき単独相続の
登記をし、この土
地をＤに譲り渡し
てしまった。 
 

Ａが死亡し、Ｂと
Ｃが共同相続した
場合、遺産分割協
議をする前にＢが
⾃⼰の持分をＤに
売却した。その後、
遺産分割協議によ
り、当該土地がＣ
の単独相続となっ
た。 

Ａが死亡し、Ｂと
Ｃが共同相続した
後、遺産分割協議
により、当該土地
が、Ｃの単独所有
となった。しかし、
Ｂは、Ｃに登記を
移す前に、Ｄに⾃
⼰の持分を売却し
た。 

Ａが死亡してＢＣ
が 共 同 相 続 し た
後、Ｂが相続を放
棄したが、その登
記をする前にＢの
債権者ＤがＢの持
分 を 差 し 押 さ え
た。 
 

結 論 

Ｃは、登記なくし
てＤに対し、⾃⼰
の持分を主張する
ことができる（最
判昭38.2.22）。 

Ｃは、登記なくし
て、他人（Ｂ）の持
分を主張すること
ができない。 

ＤとＣは対抗関係
となり、Ｃは登記
を経ないと、⾃⼰
の所有権を、Ｄに
対抗できない（最
判昭46.1.26）。 

ＣはＤに対し、登
記なくして所有権
を主張できる（最
判昭42.1.20）。 

理 由 

Ｂの登記はＣの持
分については無権
利者であり、登記
に公信⼒がない以
上保護されるわけ
ではないからであ
る。 

⺠法909条但書は、
遡及効を制限する
ことにより、遺産
分割前の第三者を
保護しているから
である。 

第三者との関係に
おいては、遺産分割
時に新たな権利変
動が⽣じたのと実
質的に同視でき、Ｂ
を起点とする二重
譲渡と構成しうる
から、ＤとＣは対抗
関係となる。 

相続放棄には遡及
効があるため（939
条）、これにより、
Ｂははじめから相
続人ではなかった
こととなり、Ｄの
差押えは無意味と
なるからである。 

 

 
相続と登記 

 

判例１ 

 「相続させる」趣旨の遺⾔による権利の移転は、法定相続分⼜は指定相続分の相続
の場合と本質において異なるところはなく、法定相続分⼜は指定相続分の相続による
不動産の権利の取得については、登記なくしてその権利を第三者に対抗することがで
き、相続人は、遺⾔によって取得した共有持分権を、登記なくして、他の相続人の債
権者に対抗することができる（最判平14.6.10）。 

 

判例２ 

 ⺠法177条が広く物権の得喪変更について登記をもって対抗要件としているところ
から⾒れば、遺贈をもってその例外とする理由はないから、遺贈の場合においても不
動産の二重譲渡等における場合と同様、登記をもって物権変動の対抗要件とするもの
と解すべきである（最判昭39.3.6）。 

 

判例３ 

 被相続人が、⽣前、不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれ
を遺贈したのち、相続の開始があった場合、右贈与および遺贈による物権変動の優劣
は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決すると解するのが相当である（最判昭
46.11.16）。 

－図表－ 

－判例－ 

STEP２ 前提知識 
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09-01 

司法書士試験 

平成14年 

Q A及びBが共同相続した土地につき、Bが勝手に単独で相続した旨の登記を

し、さらに第三者CがBから所有権移転登記を受けた。この場合、Aは、Cに対

し、自己の持分を登記なくして対抗することができる。 

☛ ○○○○    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭38.2.2238.2.2238.2.2238.2.22）））） 

 

09-02 

司法試験 

平成19年 

Q 被相続人Ａから甲不動産をＢと共に共同相続したＸは、Ｂが甲を単独相続し

た旨の登記をした上でＹに売却し、Ｙが所有権移転登記を備えた場合、Ｙに

対し、この所有権移転登記の全部抹消を求めることができる。 

☛ ××××    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭38.2.2238.2.2238.2.2238.2.22）））） 

 

09-03 

司法書士試験 

平成17年 

Q 甲土地の所有者Ａが死亡し、その共同相続人であるＢ及びＣは、遺産分割

協議により甲土地をＢが単独で相続することとしたが、登記名義はＡのままで

あった。その後、遺産分割協議の存在を知らないＣの債権者Ｄは、Ｃに代位

して甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で、Ｃの

持分（法定相続分）について差押えの登記をした。この場合、Ｂは、Ｄに対し、

Ｃの法定相続分に相当する甲土地の持分の取得を対抗することができる。 

☛ ××××    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭46.46.46.46.１１１１.26.26.26.26）））） 

 

09-04 

司法試験 

平成19年 

Q 被相続人Ａから甲不動産をＢと共に共同相続したＸが、遺産分割によって甲

の所有権全部を取得したとしても、Ｂの債権者ＹがＢに代位して甲につきＢ及

びＸの共同相続登記をした上でＢの持分を差し押さえた場合、Ｘは、自己の

権利の取得をＹに対抗することができない。 

☛ ○○○○    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭46.1.2646.1.2646.1.2646.1.26）））） 

 

09-05 

司法書士試験 

平成17年 

Q 甲土地の所有者Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCのうちCが相続

を放棄した。この事実を知らないCの債権者Dは、Cに代位して甲土地につい

て相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で、Cの持分（法定相続

分）について差押えの登記をした。この場合、Bは、Dに対し、Cの法定相続分

に相当する甲土地の持分の取得を対抗することができる。 

☛ ○○○○    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭42.1.2042.1.2042.1.2042.1.20）））） 

 

09-06 

司法試験 

平成21年 

Q Ａは被相続人Ｂの相続について相続放棄をしたが、相続財産である未登記

の甲不動産について、Ａの債権者Ｃが代位によって法定相続分に従って所有

権保存登記をした上、Ａの持分に対する仮差押えをし、その旨の登記がされ

た。この場合、Ａによる相続放棄は、Ｃに対して効力を生じない。 

☛    ××××    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭42.1.2042.1.2042.1.2042.1.20）））） 

STEP３ 肢別ドリル 
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09-07 

司法試験 

平成28年 

Q 甲土地を所有するＡには、その妻Ｂとの間に子Ｃ及びＤがいるが、Ａが死亡

してＣが相続放棄をした後に、甲土地について法定相続分に応じた持分の割

合により相続登記をした上で、甲土地の４分の１の持分をＥに売却し、Ｃから

Ｅへの持分移転登記を経由した場合、Ｅは、Ｂ及びＤに対し、甲土地について

４分の１の持分の取得を主張することができる。 

☛ ××××    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭42.1.2042.1.2042.1.2042.1.20）））） 

 

09-08 

司法試験 

平成19年 

Q 「甲不動産はＸに相続させる」旨の被相続人Ａの遺言により、Ａの死亡時にＸ 

が所有権を取得した甲につき、共同相続人Ｂの債権者ＹがＢに代位してＢ及

びＸの法定相続分により共同相続登記をした上でＢの持分を差し押さえた場

合、Ｘは、甲の所有権取得をＹに対抗することができる。 

☛ ○○○○    （最判平（最判平（最判平（最判平14.6.1014.6.1014.6.1014.6.10）））） 

 

09-09 

司法書士試験 

平成28年 

Q Ａは、その所有する甲土地をＢに相続させる旨の遺言をした。Ａが死亡した

後（Ａが死亡した当時、Ａには、亡妻との間の子であるＢ及びＣがいたが、他

に親族はいなかったものとする。）Ｃの債権者であるＤは、甲土地につきＢ及

びＣが各２分の１の持分を有する旨の相続登記をした上でＣの持分を差し押

さえた。この場合に、Ｂは、Ｄに対し、登記なくして甲土地全部の所有権の取

得を対抗することができない。 

☛ ××××    （最判平（最判平（最判平（最判平14.6.1014.6.1014.6.1014.6.10）））） 

 

09-10 

行政書士試験 

平成17年 

Q Ａの所有する甲土地につきＡがＢに対して遺贈する旨の遺言をして死亡した

後、Ａの唯一の相続人Ｃの債権者ＤがＣを代位してＣ名義の所有権取得登記

を行い、甲土地を差し押さえた場合に、Ｂは、Ｄに対して登記をしていなくても

遺贈による所有権の取得を対抗できる。 

☛ ××××    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭39.3.639.3.639.3.639.3.6）））） 

 

09-11 

司法試験 

平成19年 

Q 被相続人Ａから遺贈によって甲不動産の所有権を取得したＸは、Ａの唯一の

相続人Ｂが甲をＹに売却し、Ｙが所有権移転登記を備えた場合、遺贈があっ

た事実を知らず所有権取得登記を備える機会がなかったとしても、Ｙに対し、

甲の所有権取得を対抗することができない。 

☛ ○○○○    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭39393939.3.6.3.6.3.6.3.6）））） 

 

09-12 

司法試験 

平成20年 

Q Ａが、その所有する甲土地をＦに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合にお

いて、Ａの唯一の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたＧに対し、Ｆ

は、所有権移転登記をしなくても、甲土地の所有権取得を対抗することがで

きる。 

☛ ××××    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭39.3.639.3.639.3.639.3.6）））） 
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09-13 

司法書士試験 

平成25年 

Q Ａは、生前に、甲土地をＢに贈与し、その旨の所有権の移転の登記をしない

まま、甲土地をＣに遺贈した。この場合において、Ｃは、甲土地について遺贈

を原因とする所有権の移転の登記をしたとしても、Ｂに対し、甲土地を所有し

ている旨を主張することができない。 

☛ ××××    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭46.11.1646.11.1646.11.1646.11.16）））） 

 

09-14 

司法書士試験 

平成28年 

Q Ａは、Ｂに対してＡ所有の甲土地を贈与したが、その旨の所有権の移転の登

記がされないまま、Ｃに対して甲土地を遺贈する旨の遺言をし、その後に死

亡した。この場合に、Ｂは、Ｃに対し、登記なくして甲土地全部の所有権の取

得を対抗することができない。 

☛ ○○○○    （最判昭（最判昭（最判昭（最判昭46.11.1646.11.1646.11.1646.11.16）））） 
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